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第１章
鳥取市地方創生アクションプランの
基本的な考え方



国は、人口減少に歯止めをかけるとともに、地方創生を成し遂げることを目的とした

「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」（平成

26年12月27日閣議決定）を策定しました。こうした国の動きを受け、本市においても

平成27年9月に「鳥取市創生総合戦略」（平成27年度～令和２年度）、令和３年３月に

「第２期鳥取市創生総合戦略」（令和３年度～令和７年度）を策定し、地方創生の実現に

向けた取組を進めてきました。

地方創生の取組が開始してから10年が経過し、全国各地で地方創生に向けた取組が行

われ、さまざまな好事例が生まれました。本市においても、企業誘致等による雇用の創出

が一定程度あったほか、ＵＪＩターン＊の促進により移住者数も着実に増加しています。

しかしながら、自然減、社会減ともに回復するには至らず、東京圏への人口の一極集中と

地方の空洞化は一層進展しています。

これまでの地方創生の取組を踏まえ、国はこの10年間の地方創生の成果を継承・発展

させつつ、直面する現実から目を逸らすことなく、地域に生きるすべての主体の力を再び

結集し、「強く」、「豊か」で、「新しく・楽しい」地方の実現に向けて取り組んでいく

ため「地方創生2.0」として再起動することを打ち出しました。

本市においても、課題に的確に対応し、本市が将来にわたり持続可能な都市として継

続・発展するとともに、中核市として鳥取県東部圏域や麒麟のまち圏域＊の一体的な発展

にも寄与していくことをめざし、「とっとり創生2.0」として新たな取組に果敢に挑戦・

行動する施策を盛り込んだ、「鳥取市地方創生アクションプラン（第３期鳥取市創生総合

戦略）」を策定します。

第１章１ 策定の趣旨

鳥取市地方創生アクションプランの基本的な考え方第１章

２



第１章

２ 国の基本構想・総合戦略の特徴

地方創生に関する総合戦略～これまでの地方創生の取組のフォローアップと推進戦略（令

和７年12月23日閣議決定）では、「まち・ひと・しごと創生に関する目標」として、「強

い経済」、「豊かな生活環境」、「選ばれる地方」が示されており、戦略の実効性を高める

ため、ロジックモデルにおいて、「インパクト（政策目標）」及び「アウトカム（国民・企

業等の動き）」が以下のとおり示されています。

１ 強い経済
（１）地域における高付加価値型産業創出
（２）地域の人材力強化

２ 豊かな生活環境
（１）持続可能な生活インフラの実現
（２）地域の暮らしの満足度向上

3 選ばれる地方
（１）魅力が感じられる地方の実現

第１章

（１）地方創生2.0基本構想

地方創生2.0基本構想（令和７年６月13日閣議決定）では、以下の地方創生2.0を起動す

る内容が示されています。

１ 目指す姿
（１）「強い」経済
（２）「豊かな」生活環境
（３）「新しい日本・楽しい日本」

２ 地方創生2.0の基本姿勢・視点
（１）人口減少を正面から受け止めた上での施策展開
（２）若者や女性にも選ばれる地域づくり
（３）異なる要素の連携と「新結合」
（４）ＡＩ＊・デジタルなどの新技術の徹底活用と社会実装
（５）都市・地方の共生関係の強化と人材循環の促進
（６）好事例の普遍化（点から面へ、地域の多様なステークホルダー＊の連携）

３ 政策の５本柱
（１）安心して働き、暮らせる地方の生活環境の創生
（２）稼ぐ力を高め、付加価値創出型の新しい地方経済の創生～地方イノベーショ

ン創生構想～
（３）人や企業の地方分散～産官学の地方移転、都市と地方の交流等による創生～
（４）新時代のインフラ整備とＡＩ＊・デジタルなどの新技術の徹底活用
（５）広域リージョン連携

（２）地方創生に関する総合戦略

３



３ 人口ビジョン及び総合計画との関係

「鳥取市地方創生アクションプラン」は、「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、国

の「地方創生2.0基本構想」、「地方創生に関する総合戦略」及び鳥取県の「輝く鳥取創

生総合戦略」を勘案し、策定します。また、地方創生に関する今後の国・県の施策の変更

等を勘案し、適宜改訂を行うことで、関連施策との連携を図ります。

また、2070年までの本市の人口減少に対する基本的な方向を示す「鳥取市人口ビジョ

ン」に定める目標人口を達成するための核となる中長期的な施策の方針をまとめています。

なお、「鳥取市地方創生アクションプラン」を構成する施策は、本市の最上位計画であ

る「第12次鳥取市総合計画」の重点施策とします。

４
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４ 人口ビジョンで示した人口減少問題に取り組む基本姿勢

本市はほかの自治体と同様、将来に向けた経済的不安などの影響から少子化や人口減少

が進行し、また高齢化も同時に進行する状況に直面しています。さらに、近年の有効求人

倍率の状況やサービス業の特化係数＊が１を下回っていることから、若者の就職ニーズに

合った産業基盤が十分とは言えない状況にあることがわかります。本市の人口減少を緩や

かにするとともに、人口減少社会の中にあっても持続可能なまちをめざすために、次の視

点に立って取組を強化していきます。

（１）長期的な視点で少子化へ対応する

人口を安定的に維持するためには出生数と出生率を改善することが必要ですが、施策が

効果を発揮して合計特殊出生率が人口を安定的に維持できる水準まで回復したとしても、

総人口や高齢化の傾向に変化が表れるまでには長い年月が必要となるため、少子化対策は

長期的な視点で取り組みます。

（２）魅力的な地域づくりで鳥取市に住みたい希望をかなえる

人口の自然増には長期的な取組が必要となるため、短期的に効果が期待できる社会増を

もたらす施策にも重点的に取り組む必要があります。特に、転出超過が著しい若者や女性

の人口増加対策は、将来の人口構成にも大きな影響を与える最重要課題です。就職が理由

と思われる若者や女性の都市部への流出の流れを変え、本市への定住を促進するとともに、

こどもを持ちたいという希望をかなえる施策を一層強化します。

（３）オール鳥取市で住んで楽しいまちをつくる

若者や女性の定住を促進し、安心してこどもを産み育てる環境を整えるため、地域経済

をけん引する成長産業の育成はもとより、本市経済を下支えする中小事業者の活力創出、

不足している事務職求人企業の誘致、DX＊を活用した仕事の効率化に加え、性別に関わり

なく能力を発揮できる働きやすい職場環境づくりを進めるなど経済・雇用施策に取り組み

ます。

さらに、Society5.0で実現する社会の早期構築、市街地の都市機能の充実、豊かな自然

に恵まれた中山間地域の振興、市内各地や都市間を結ぶ交通ネットワークの充実など、都

市の利便性や魅力を高める施策を進めることで、若者や女性をはじめ多世代に選ばれるま

ちづくりに取り組みます。

また、生産年齢人口が減少する中、高齢者人口は増加するとともに、近年は外国人住民

も増加しています。経済社会の生産性向上や健康長寿の推進、医療・介護・福祉など地域

の支援体制の充実、さらには多文化共生＊の取組を進めることで、誰もが楽しく、安全・

安心に住み続けられるまちづくりに取り組みます。

５
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５ 総合的な地方創生を進める上での行動指針

新しい時代の流れを本市の地方創生の力にしていくため、「４ 人口ビジョンで示した

人口減少問題に取り組む基本姿勢」で明らかにしたSociety5.0の視点に加えて、ＳＤＧｓ

の理念に沿って施策を推進していきます。

（１）ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals）

平成27年（2015年）に国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030ア

ジェンダ」の中核をなす持続可能な世界を実現するための開発目標です。17のゴールと

169のターゲットで構成される国際目標であり、地球上で誰一人として取り残さないことを

基本方針としています。

（２）Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0

Society 5.0とは、サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に

融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会

（Society）です。狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（Society 2.0）、工業社会

（Society 3.0）、情報社会（Society 4.0）に続く、新たな社会を指すもので、国の第５

期科学技術基本計画において我が国がめざすべき未来社会の姿として初めて提唱されまし

た。

← 各施策に左記のアイコンを貼付して、
ＳＤＧｓとの関連を表示します。

Society5.0の実現をめざす取組には、
実施計画に次のアイコンを貼付し、関連
を表示します。

６

【Society 5.0】



６ 鳥取市地方創生アクションプランの基本方針

本市は、人口減少対策にいち早く取り組み、企業誘致による雇用創出、ＵＪＩターン＊

の促進による移住者の増加など一定の成果をあげてきました。しかしながら、東京圏への

人口の一極集中と地方の空洞化は一層進展しており、若者・女性を中心とした定住や雇

用・就業環境の確保・改善、まちのにぎわいづくりや人口減少社会でも持続可能なまちづ

くりなど、地域の課題解決の視点に立った地方創生の強化が求められています。

一方で、本市は鳥取砂丘をはじめとする全国に誇れる豊かな自然環境を有し、海や山は

もちろん、独自の歴史や文化が根づくとともに、個性あるまちとむらがバランス良く共存

するやすらぎにあふれた都市を形成しており、また、こうした環境の中で育まれる、ぬく

もりのある充実した教育・子育てや安心の医療・福祉も大きな魅力となっています。この

ほかにも、関西・山陽方面と接続する無料の高速道路「鳥取道」や、鳥取砂丘コナン空港

発着の「鳥取－東京」間の１日５便化など、交通ネットワークの充実により大都市圏との

アクセスが格段に向上したことや、自然災害の被害が比較的少ない地域であることなど、

暮らす上での魅力にあふれています。

人口ビジョンで示した目標人口の達成に向けて、ＡＩ＊などの新しいデジタル技術を子

育てや教育、商工・農林水産業などに幅広く活用するほか、市民のみなさまや、産業界・

行政機関・教育機関・金融機関・労働団体・メディア・士業など、いわゆる「産官学金労

言士」の各分野のみなさま、国や県、因幡・但馬麒麟のまち連携中枢都市圏＊の各自治体

等と協力・連携しながら、課題解決を図るための必要な施策を総合的に展開します。

２０４０年：１６４千人

２０７０年：１３１千人
目標人口

７

７ とっとり創生2.0のめざす姿

第１期及び第２期戦略では、総合戦略の柱を「ひと」「しごと」「まち」と位置付け、施

策に取り組んできました。第３期戦略ではこの考え方を発展させ、「強い経済」「豊かな生

活環境」「新しい鳥取・楽しい鳥取」をめざし、「とっとり創生2.0」として新しい取組に

果敢に挑戦・行動していきます。

柱Ⅱ 魅力と活力あふれる‘「豊かな」生活環境’

柱Ⅰ 持続的に成長し、稼げる‘「強い」経済’

柱Ⅲ 誰もが選びたくなる‘新しい鳥取・楽しい鳥取’

ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
の
柱



８ 基本目標

地方創生を実現するため、基本目標を次のとおり定めます。

８

Ⅰ-１ 稼ぐ力と安定した雇用環境のあるまちづくり

人口減少社会の中で、持続可能な経済成長を実現するため、企業の経営基

盤の強化や付加価値の向上、取引先確保や販路の拡大、人材確保、企業誘致

や新たなビジネスモデルの創出などに取り組むことで、産業の発展・振興を

図ります。

また、農林水産業の担い手の確保や育成、産地化、販路拡大、６次産業化
＊などに取り組み、持続可能な農林水産業の実現をめざします。

Ⅱ-１ 地域資源をいかし、人が行きかうまちづくり

しごとはもとより、暮らしを重視した「まち選び」に対応するため、自然

環境や文化芸術の豊かさなどさまざまな地域資源を磨き上げ、活用するとと

もに、地域のきずなの中での子育てなど、鳥取市のライフスタイルを広く周

知しながら移住定住を推進するとともに、将来的な移住が期待される交流人

口の拡大や関係人口＊の創出・拡大に取り組みます。

Ⅱ-２ 誰もが自分らしくいきいきと暮らし続けることが
できるまちづくり

こどもから高齢者まですべての市民がスポーツやレクリエーション活動等

を通じて、生涯にわたって楽しみながら心と体の健康づくりや豊かな人間関

係の構築などに取り組めるよう支援するとともに、高齢期においては、可能

な限り介護を必要とせず健康な心と体を維持できるよう、市民の健康寿命＊

の延伸を支援する取組を進めます。

また、市民の参画と協働を基本に、すべての市民が世代や立場を超えてつ

ながり、共に支え合う「地域共生社会＊」の実現や、介護・医療・介護予

防・生活支援・住まいのサービスが一体的に提供される地域包括ケアシステ

ムの深化・推進に取り組み、誰もが自分らしくいきいきと暮らし続けること

ができるまちづくりを進めます。

柱Ⅱ 魅力と活力あふれる‘「豊かな」生活環境’

柱Ⅰ 持続的に成長し、稼げる‘「強い」経済’



９

Ⅱ-３ 快適で暮らしやすい魅力と活力あるまちづくり

公園や住宅、道路、上下水道等の生活基盤の整備の充実を図るとともに、

都市機能が集積した中心市街地の活性化や生活拠点を中心とした魅力ある中

山間地域の振興、生活交通の維持・確保など、快適で暮らしやすい魅力と活

力あるまちづくりを進めます。

Ⅱ-４ 安全・安心に暮らせる持続可能なまちづくり

頻発する自然災害の被害を最小限に抑えるための地域防災力の向上に取り組む

とともに、再生可能エネルギー＊の普及・利用促進等により脱炭素の取組を推進し

ます。

また、地域における犯罪被害や消費者問題に関する被害を未然に防止するため、

多様な主体の連携により対策を強化し、安全・安心に暮らし続けることができる

持続可能なまちづくりを進めます。

Ⅲ-１ こどもが輝き、若者・女性が活躍するまちづくり

ふるさとへの思いや志を持ち、たくましく活躍できるひとづくりを進めます。

また、一人ひとりの実情やニーズに応じた教育の充実を図るとともに、地域全

体でこどもたちの成長を支える体制づくりを進めます。

さらに、若者の挑戦を応援する体制づくりや、若者や女性のニーズに合った

魅力的な職場づくり、地域社会の女性の社会的役割への意識改革などにより、

若者・女性に選ばれるまちをめざします。

Ⅲ-２ 結婚・出産・子育ての希望がかなうまちづくり

結婚や出産の希望をかなえるための支援や、妊娠・出産・育児期における切

れ目のない支援を行うとともに、妊産婦の不安の軽減と乳幼児の健全な成長を

支援します。また、保護者の仕事と育児の両立に対応するため、多様な保育

ニーズに対応するなど、安心して子育てができるよう取組を進めます。

柱Ⅲ 誰もが選びたくなる‘新しい鳥取・楽しい鳥取’





第２章 施策の展開



◼ 人口減少社会の中で、持続可能な経済成長を実現するため、企業の経営基盤の強化や

付加価値の向上、取引先確保や販路の拡大、人材確保、企業誘致や新たなビジネスモ

デルの創出などに取り組むことで、産業の発展・振興を図ります。

◼ 農林水産業の担い手の確保や育成、産地化、販路拡大、６次産業化＊などに取り組み、

持続可能な農林水産業の実現をめざします。

柱Ⅰ 持続的に成長し、稼げる‘「強い」経済’

基本目標Ⅰ-１ 稼ぐ力と安定した雇用環境のあるまちづくり

就業者１人当たりの市内GDP

市内事業所数

R4年度
6,516千円

R10年度
7,338千円

R11年度
維持

R6年度
7,449件

現状 目標

基
本
的
な
方
向

数
値
目
標

重
点
施
策

①経営基盤の強化・付加価値の向上

②人材育成・労働力の確保

③起業・創業及び事業承継の推進

④経済団体、金融機関、大学、産業支援機

関等との連携

⑤国際経済交流の推進

⑥企業誘致活動の推進

⑦ビジネスマッチング
＊
の推進

⑧生産性向上の推進

⑨農商工連携の推進

⑩企業の脱炭素の推進

⑪商業の活性化

⑫物産の振興

⑬伝統産業の活性化

⑭農林水産業を支える多様な人材の育成・

支援

⑮産地化・ブランド化による収益率の向上

⑯生産基盤の整備と多面的機能の確保

⑰販路の拡大と地産地消の推進

⑱６次産業化
＊
と農商工連携

⑲次世代型農林水産業の具現化

指標名
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平成27年に「鳥取市スマートエネルギータウン構想」

を策定し、地域特性をいかした持続可能な再生可能エ

ネルギー＊導入の仕組みづくりとこれらの分散型エネル

ギー設備を活用したエネルギーの地産地消の仕組みを

構築し地域内経済循環を促進しています。

現在、エネルギーの地産地消、地域脱炭素の推進の取

組を若葉台、佐治町で実施しています。

エネルギーの地産地消の仕組みを構築し、
地域内経済循環を促進

若者の転出超過が進行している中、中心市街地にビジ

ネス・コミュニティ拠点を整備し、官民連携による企

業誘致や起業・創業支援などに取り組むことで、新た

な人の流れをつくり、エリアの価値を高め、若者が活

躍できる場の創出を進めています。

若者にとって魅力ある雇用の場の創出とスタートアップ支援

主な取組

SDGsの目標との関連

13

鳥取市まちなかビジネス共創スクエア
カトカミ

再生可能エネルギー＊

導入による産業振興



◼ しごとはもとより、暮らしを重視した「まち選び」に対応するため、自然環境や文化

芸術の豊かさなどさまざまな地域資源を磨き上げ、活用するとともに、地域のきずな

の中での子育てなど、鳥取市のライフスタイルを広く周知しながら移住定住を推進す

るとともに、将来的な移住が期待される交流人口の拡大や関係人口＊の創出・拡大に

取り組みます。

柱Ⅱ 魅力と活力あふれる‘「豊かな」生活環境’

基本目標Ⅱ-１ 地域資源をいかし、人が行きかうまちづくり

①ふるさと回帰の促進

②田舎暮らし環境の充実

③まちなか居住の推進

④若者定住の推進

⑤関係人口＊の拡大

⑥山陰海岸ジオパーク＊をいかした取組の

推進

⑦世界に誇る鳥取砂丘の魅力をいかした観

光振興

⑧地域の観光資源の磨き上げ

⑨観光関連産業の育成・支援と振興

⑩広域観光連携の推進

⑪新たなインバウンド＊需要の獲得を見据

えた戦略的な国際観光の推進

⑫スポーツによる交流人口の増加

⑬文化芸術活動の促進

⑭伝統文化の保存・継承

⑮文化芸術活動・鑑賞機会の充実

⑯文化財の保護

基
本
的
な
方
向

数
値
目
標

重
点
施
策

移住定住者数

観光入込客数

R6年度
508人

R12年度
600人

R12年
3,548千人

R6年
3,345千人

現状 目標指標名
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日本有数の観光地「鳥取砂丘」では、滞在環境の上質

化に向け、「鳥取砂丘フィールドハウス」や「ヤマタ

鳥取砂丘ステイション」の開業など、新たな観光拠点

の整備を進めてきました。

令和７年には鳥取砂丘やまちなかエリア一帯の周遊性

の向上を目的に、シェアサイクルによるサービスをス

タートしたほか、令和８年には旅ナカの観光案内にＡ

Ｉ＊チャットボット＊を導入するなど、二次交通の充実

や旅ナカの観光情報の発信に取り組みます。

また、砂の美術館における世界トップレベルの砂像の

展示、令和１０年のマリオット・インターナショナル

をブランドとするリゾートホテルの開業など、鳥取砂

丘エリアのさらなる魅力向上に向けた取組を進めてい

きます。

鳥取砂丘の魅力をいかした観光振興

鳥取城は、戦国時代に羽柴秀吉の兵糧攻めの舞台と

なった山城として有名ですが、石垣が幾重にも広がる

山麓城跡の姿は、鳥取藩32万石の居城として江戸時代

に整備されたものです。

本市は鳥取城の姿をわかりやすく後世に伝えるため、

復元整備事業を進めています。平成30年には大手橋に

あたる擬宝珠橋、令和７年には大手門にあたる中ノ御

門の復元が完了しました。今後は市民からの要望が強

い二ノ丸三階櫓の早期復元に向けた取組を進め、新た

な観光資源としてにぎわいを生み出していきます。

史跡鳥取城跡の復元整備による

にぎわいづくり

主な取組

SDGsの目標との関連

中ノ御門

擬宝珠橋

砂の美術館の砂像展示

シェアサイクル

15



◼ こどもから高齢者まですべての市民がスポーツやレクリエーション活動等を通じて、

生涯にわたって楽しみながら心と体の健康づくりや豊かな人間関係の構築などに取り

組めるよう支援するとともに、高齢期においては、可能な限り介護を必要とせず健康

な心と体を維持できるよう、市民の健康寿命＊の延伸を支援する取組を進めます。

◼ 市民の参画と協働を基本に、すべての市民が世代や立場を超えてつながり、共に支え

合う「地域共生社会＊」の実現や、介護・医療・介護予防・生活支援・住まいのサー

ビスが一体的に提供される地域包括ケアシステムの深化・推進に取り組み、誰もが自

分らしくいきいきと暮らし続けることができるまちづくりを進めます。

柱Ⅱ 魅力と活力あふれる‘「豊かな」生活環境’

基本目標Ⅱ-２
誰もが自分らしくいきいきと暮らし続けることが
できるまちづくり

①生涯にわたる学びを基盤としたひとづ

くり・つながりづくり・地域づくり

②家庭・学校・地域等の連携による教育力

の向上

③社会教育施設の特色をいかした生涯学

習の推進

④市民総スポーツ運動の推進

⑤生涯スポーツを推進するための環境づ

くり

⑥健康づくりの推進

⑦疾病の早期発見・早期対策

⑧介護予防・フレイル＊予防の推進

⑨地域での活躍・貢献機会の充実

⑩適切な医療体制の確保

⑪参画と協働のまちづくりの展開

⑫コミュニティ活動の支援

⑬住民参加と地域福祉活動の促進

⑭福祉学習の推進と福祉の担い手づくり

⑮包括的支援体制と権利擁護活動の充実

⑯地域で安心して暮らせる基盤づくり

⑰在宅医療・介護連携の推進

⑱包括的支援体制の推進

⑲認知症支援の推進

⑳生活支援サービスの提供体制の構築

㉑ 権利擁護の推進

㉒ 介護人材の確保・育成

㉓ 外国人住民へのコミュニケーション支

援

㉔ 外国人住民の生活支援

㉕ 多文化共生
＊
の地域づくり

基
本
的
な
方
向

数
値
目
標

重
点
施
策

「地域社会」について満足している市民の割合

「健康の維持」について満足している市民の割合

R6年度
50.5%

R11年度
55.0%

R11年度
63.0%

R6年度
57.3%

現状 目標

「福祉施策」について満足している市民の割合
R11年度
25.0%

R6年度
22.9%

指標名
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始まりは、こども食堂。こども達のために集まった支

援が、少しずつ広がり、地域のつながりとなりました。

麒麟のまち地域食堂ネットワークは麒麟のまち圏域＊の

地域食堂（こども食堂）を「だれもが使える食堂」と

し、食で繋がる居場所づくりを支援しています。

食べて、話して、つながる。
麒麟のまち地域食堂ネットワーク

市民の体力の増進、健康な生活づくりが営めるように

昭和33年に始まった鳥取市市民体育祭は令和7年で68

回を迎えました。令和7年度より、鳥取市民スポーツ

大会に名称変更し、小学校区対抗形式でさまざまな競

技で熱戦が繰り広げられます。

市民の体力の増進、健康な生活づくり

主な取組

SDGsの目標との関連

17

地域食堂を通じて交流する様子

鳥取市民スポーツ大会



◼ 公園や住宅、道路、上下水道等の生活基盤の整備の充実を図るとともに、都市機能が

集積した中心市街地の活性化や生活拠点を中心とした魅力ある中山間地域の振興、生

活交通の維持・確保など、快適で暮らしやすい魅力と活力あるまちづくりを進めます。

柱Ⅱ 魅力と活力あふれる‘「豊かな」生活環境’

基本目標Ⅱ-3 快適で暮らしやすい魅力と活力あるまちづくり

①コンパクトシティの推進

②道路ネットワークの整備

③まちなか居住の推進

④鳥取駅周辺のにぎわいの創出

⑤遊休不動産＊を活用したまちづくりの推

進

⑥魅力あるまちなかの推進

⑦安心して暮らし続けることのできる地域

の維持

⑧魅力ある地域づくり・ひとづくりの推進

⑨交流による中山間地域の活性化

⑩持続可能な利便性の高い生活交通体系

の構築

⑪鉄道の利用促進と利便性の向上

⑫鳥取砂丘コナン空港の利用促進と利便性

の向上

基
本
的
な
方
向

数
値
目
標

重
点
施
策

「日常生活環境」について満足している市民の割合

中心市街地における歩行者・自転車通行量

R6年度
32.8%

R11年度
36.0%

R12年度
21,300人

R6年度
17,629人

現状 目標

買い物環境確保率
R12年度
100%

R6年度
100%

指標名
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現在、鳥取駅周辺の再生に向けた取組を推進していま

す。交通やまちづくり分野の専門家をはじめ、関係団

体等で構成する「鳥取駅周辺リ・デザイン会議」を設

立し、協議を進めています。

鳥取駅周辺をリ・デザイン！
人が集い交流し魅力あふれる街
『鳥取OACIS』の創造

主な取組

SDGsの目標との関連

19

公共交通の利便性向上や利用促進を図るため、鉄道や

バスなど公共交通機関におけるキャッシュレス決済の

導入・普及を推進しています。交通事業者と連携しな

がら、誰もが使いやすい地域交通の実現を目指します。

公共交通のキャッシュレス化の推進

路線バスでの交通系ICカード
利用の様子（降車タッチ）

鳥取駅北口広場再整備
デザインイメージ



◼ 頻発する自然災害の被害を最小限に抑えるための地域防災力の向上に取り組むととも

に、再生可能エネルギー＊の普及・利用促進等により脱炭素の取組を推進します。

◼ 地域における犯罪被害や消費者問題に関する被害を未然に防止するため、多様な主体

の連携により対策を強化し、安全・安心に暮らし続けることができる持続可能なまち

づくりを進めます。

柱Ⅱ 魅力と活力あふれる‘「豊かな」生活環境’

基本目標Ⅱ-４ 安全・安心に暮らせる持続可能なまちづくり

①地域防災体制の充実

②危機管理体制の強化

③災害に強いまちづくりの推進

④防犯対策の推進

⑤消費者行政の推進体制の充実

⑥消費者教育・啓発の推進

⑦再生可能エネルギー＊の利用促進

⑧温室効果ガス排出削減

基
本
的
な
方
向

数
値
目
標

重
点
施
策

「安全性の確保」について満足している市民の割合

鳥取市のCO₂削減率

R6年度
50.3%

R11年度
55.0%

R9年度
△28.1%

R3年度
△17.7％

現状 目標指標名
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令和７年４月に鳥取市防災アプリをリニューアルし、

マイタイムライン作成機能、コミュニケーション支援

ボード機能、多言語対応としてフランス語を追加しま

した。

鳥取市防災アプリをリニューアルし、
災害時の情報を迅速・確実に伝達

主な取組

SDGsの目標との関連

21



◼ ふるさとへの思いや志を持ち、たくましく活躍できるひとづくりを進めます。また、

一人ひとりの実情やニーズに応じた教育の充実を図るとともに、地域全体でこどもた

ちの成長を支える体制づくりを進めます。

◼ 若者の挑戦を応援する体制づくりや、若者や女性のニーズに合った魅力的な職場づく

り、地域社会の女性の社会的役割への意識改革などにより、若者・女性に選ばれるま

ちをめざします。

柱Ⅲ 誰もが選びたくなる‘新しい鳥取・楽しい鳥取’

基本目標Ⅲ-1 こどもが輝き、若者・女性が活躍するまちづくり

①未来を切りひらく力を育む教育の推進

②すべてのこどもの学びの保障とウェル

ビーイング
＊
の向上

③教育環境の充実

④郷土愛を育む教育の推進

⑤こどもの健全な食生活と生きる力を育む

学校保健の推進

⑥人材育成・労働力の確保

⑦働き方改革＊の推進

⑧若者定住の推進

⑨魅力あるまちなかの推進

⑩魅力ある地域づくり・ひとづくりの推進

⑪性別にかかわりなくだれもが活躍できる

環境づくり

⑫安全・安心に暮らせる社会づくり

基
本
的
な
方
向

数
値
目
標

重
点
施
策

鳥取市の青年人口割合

鳥取市の青年女性人口の減少抑制

R6年
18.7%

R12年
18.7%以上

R12年
△341人

R6年
△466人

現状 目標指標名
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多様な文化や習慣に触れる体験を通して国際感覚の優

れた人材の育成を図るため、市内の中学生を海外に派

遣しています。

国際感覚の優れた人材育成に向け中学生
を海外派遣

主な取組

SDGsの目標との関連

ケアンズの中学生との交流

子育て支援に限らず、男女共同参画及び女性の活躍推

進に理解と意欲があり、仕事と家庭の両立に配慮しな

がら、だれもが共に働きやすい職場環境づくりに積極

的に取り組んでいる企業を「鳥取市男女共同参画かが

やき企業」として認定しています。

だれもが共に働きやすい職場に取り組む企業を
「鳥取市男女共同参画かがやき企業」に認定
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こどもたちの主体的な情報活用能力を促すため、日常

的なＩＣＴ活用を前提とした、「主体的・対話的で深

い学び」の実現や、一人ひとりの教育的ニーズに応じ

た授業づくりに取り組んでいます。

ＩＣＴを効果的に活用した学びの推進

ＩＣＴを活用した授業



◼ 結婚や出産の希望をかなえるための支援や、妊娠・出産・育児期における切れ目のな

い支援を行うとともに、妊産婦の不安の軽減と乳幼児の健全な成長を支援します。ま

た、保護者の仕事と育児の両立に対応するため、多様な保育ニーズに対応するなど、

安心して子育てができるよう取組を進めます。

柱Ⅲ 誰もが選びたくなる‘新しい鳥取・楽しい鳥取’

基本目標Ⅲ-2 結婚・出産・子育ての希望がかなうまちづくり

①新たな出会いの創出と結婚支援

②妊娠・出産への包括的支援

③待機児童ゼロの継続と子育て支援サービ

スの充実

④家庭・地域の子育て力の向上

⑤発達上の困難を抱える児童への相談支

援・療育体制の充実

⑥働き方改革
＊
の推進

基
本
的
な
方
向

数
値
目
標

重
点
施
策

鳥取市の合計特殊出生率
R6年
1.31

R12年
1.60

現状 目標指標名
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主な取組

SDGsの目標との関連

25

妊娠期から子育て期までの情報を分かりやすく届

けるため、育児を支援する機能を備えた子育てア

プリ「とっとり市子育て応援サイト」を提供して

います。

SNS ＊や動画を活用しながら、子育てに役立つ情

報を分かりやすく発信しています。

子育てに役立つ情報を届ける取組

園へのおむつ持参にかかる保護者の負担軽減や、衛

生面の向上などを図るため、令和８年４月からすべ

ての公立保育園で、おむつやおしり拭きを月額定額

制で利用できる「おむつのサブスク」を導入します。

おむつ定額制（おむつのサブスク）の導入

乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）に

ついて、令和８年４月から実施施設数を拡充しま

す。保護者の就労状況に関わらず柔軟に保育園等

を利用できる環境を整え、保護者の育児負担の軽

減につなげます。

誰でも利用できる保育サービスの充実

こども誰でも通園制度

おむつ定額制（おむつのサブスク）

子育て支援アプリ
「とっとり市子育て応援サイト」





第３章 施策の評価・検証



第１章

１ PDCAサイクルによる進行管理

アクションプランの推進に当たっては、成果を見極めるための基本目標の数値目標と重

点施策のKPI（重要業績評価指標）を設定し、「Plan（計画）－Do（実行）－Check

（検証）－Action（改善）」といった、PDCAサイクルによる進行管理を行います。

施策の成果を定期的に評価・検証し、必要に応じてアクションプランや実施計画の改訂

を行うなど、評価結果を新たな政策形成や予算編成に反映させることで、施策の改善・効

率化を図ります。

【検証時期】

年度ごとの施策の成果をとりまとめ評価・検証を行うこととしますが、社会情勢等の

変化に柔軟に対応する観点から、必要に応じて随時、評価・検証を行います。

【検証機関】

鳥取市総合企画委員会
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必要に応じてプランや
実施計画を改訂



付属資料



第１章

１ 鳥取市地方創生アクションプランと第12次鳥取市総合計画実施計画の関係について

鳥取市地方創生アクションプランで示す重点施策を推進するための具体的な取組は、第

12次鳥取市総合計画実施計画に掲載します。

柱Ⅰ 持続的に成長し、稼げる‘「強い」経済’

基本目標１ 稼ぐ力と安定した雇用環境のあるまちづくり

No. 重点施策 該当する基本施策（第12次総合計画）
実施計画
掲載ページ

① 経営基盤の強化・付加価値の向上 経営基盤の強化と雇用の創造・人材確保 ３３

② 人材育成・労働力の確保 経営基盤の強化と雇用の創造・人材確保 ３３

③ 起業・創業及び事業承継の推進 経営基盤の強化と雇用の創造・人材確保 ３４

④
経済団体、金融機関、大学、産業支援機関等
との連携

経営基盤の強化と雇用の創造・人材確保 ３４

⑤ 国際経済交流の推進 経営基盤の強化と雇用の創造・人材確保 ３５

⑥ 企業誘致活動の推進 工業の振興 ３６

⑦ ビジネスマッチング＊の推進 工業の振興 ３６

⑧ 生産性向上の推進 工業の振興 ３６

⑨ 農商工連携の推進 工業の振興 ３７

⑩ 企業の脱炭素の推進 工業の振興 ３７

⑪ 商業の活性化 商業の振興と販路拡大 ３８

⑫ 物産の振興 商業の振興と販路拡大 ３８

⑬ 伝統産業の活性化 商業の振興と販路拡大 ３９

⑭ 農林水産業を支える多様な人材の育成・支援 農林水産業の振興 ４０

⑮ 産地化・ブランド化による収益率の向上 農林水産業の振興 ４０

⑯ 生産基盤の整備と多面的機能の確保 農林水産業の振興 ４１

⑰ 販路の拡大と地産地消の推進 農林水産業の振興 ４２

⑱ ６次産業化＊と農商工連携 農林水産業の振興 ４２

⑲ 次世代型農林水産業の具現化 農林水産業の振興 ４２
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柱Ⅱ 魅力と活力あふれる‘「豊かな」生活環境’

基本目標１ 地域資源をいかし、人が行きかうまちづくり

No. 重点施策 該当する基本施策（第12次総合計画）
実施計画
掲載ページ

① ふるさと回帰の促進 移住定住の推進と関係人口＊の拡大 ４３

② 田舎暮らし環境の充実 移住定住の推進と関係人口＊の拡大 ４３

③ まちなか居住の推進 中心市街地の活性化 ５２

④ 若者定住の推進 移住定住の推進と関係人口＊の拡大 ４３

⑤ 関係人口＊の拡大 移住定住の推進と関係人口＊の拡大 ４４

⑥ 山陰海岸ジオパーク＊をいかした取組の推進 滞在型観光の推進 ４５

⑦ 世界に誇る鳥取砂丘の魅力をいかした観光振興 滞在型観光の推進 ４５

⑧ 地域の観光資源の磨き上げ 滞在型観光の推進 ４６

⑨ 観光関連産業の育成・支援と振興 滞在型観光の推進 ４７

⑩ 広域観光連携の推進 滞在型観光の推進 ４７

⑪
新たなインバウンド＊需要の獲得を見据えた戦
略的な国際観光の推進

滞在型観光の推進 ４７

⑫ スポーツによる交流人口の増加 スポーツ・レクリエーションの振興 １４

⑬ 文化芸術活動の促進 文化芸術によるまちづくりの推進 ４８

⑭ 伝統文化の保存・継承 文化芸術によるまちづくりの推進 ４８

⑮ 文化芸術活動・鑑賞機会の充実 文化芸術によるまちづくりの推進 ４８

⑯ 文化財の保護
文化財の保存・整備による「まちづくり」資
産の形成

４９
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基本目標２ 誰もが自分らしくいきいきと暮らし続けることができるまちづくり

No. 重点施策 該当する基本施策（第12次総合計画）
実施計画
掲載ページ

①
生涯にわたる学びを基盤としたひとづくり・つ
ながりづくり・地域づくり

生涯学習の推進 １２

② 家庭・学校・地域等の連携による教育力の向上 生涯学習の推進 １２

③ 社会教育施設の特色をいかした生涯学習の推進 生涯学習の推進 １２

④ 市民総スポーツ運動の推進 スポーツ・レクリエーションの振興 １４

⑤ 生涯スポーツを推進するための環境づくり スポーツ・レクリエーションの振興 １４

⑥ 健康づくりの推進 健康づくり・疾病予防・介護予防の推進 ２０

⑦ 疾病の早期発見・早期対策 健康づくり・疾病予防・介護予防の推進 ２０

⑧ 介護予防・フレイル＊予防の推進 健康づくり・疾病予防・介護予防の推進 ２１

⑨ 地域での活躍・貢献機会の充実 健康づくり・疾病予防・介護予防の推進 ２１

⑩ 適切な医療体制の確保 保健衛生の推進と医療の確保 ２２

⑪ 参画と協働のまちづくりの展開 協働のまちづくりの推進 ３２

⑫ コミュニティ活動の支援 協働のまちづくりの推進 ３２

⑬ 住民参加と地域福祉活動の促進 地域福祉の推進 ２８

⑭ 福祉学習の推進と福祉の担い手づくり 地域福祉の推進 ２８

⑮ 包括的支援体制と権利擁護活動の充実 地域福祉の推進 ２９

⑯ 地域で安心して暮らせる基盤づくり 地域福祉の推進 ３０

⑰ 在宅医療・介護連携の推進 超高齢社会に向けたまちづくりの推進 １７

⑱ 包括的支援体制の推進 超高齢社会に向けたまちづくりの推進 １７

⑲ 認知症支援の推進 超高齢社会に向けたまちづくりの推進 １７

⑳ 生活支援サービスの提供体制の構築 超高齢社会に向けたまちづくりの推進 １８

㉑ 権利擁護の推進 超高齢社会に向けたまちづくりの推進 １８

㉒ 介護人材の確保・育成 超高齢社会に向けたまちづくりの推進 １８

㉓ 外国人住民へのコミュニケーション支援 多文化共生のまちづくりの推進 ３１

㉔ 外国人住民の生活支援 多文化共生のまちづくりの推進 ３１

㉕ 多文化共生＊の地域づくり 多文化共生のまちづくりの推進 ３１
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基本目標３ 快適で暮らしやすい魅力と活力あるまちづくり

No. 重点施策 該当する基本施策（第12次総合計画）
実施計画
掲載ページ

① コンパクトシティの推進 生活基盤の充実 ５０

② 道路ネットワークの整備 生活基盤の充実 ５０

③ まちなか居住の推進 中心市街地の活性化 ５２

④ 鳥取駅周辺のにぎわい創出 中心市街地の活性化 ５２

⑤ 遊休不動産＊を活用したまちづくりの推進 中心市街地の活性化 ５３

⑥ 魅力あるまちなかの推進 中心市街地の活性化 ５３

⑦ 安心して暮らし続けることのできる地域の維持 魅力ある中山間地域の振興 ５４

⑧ 魅力ある地域づくり・ひとづくりの推進 魅力ある中山間地域の振興 ５４

⑨ 交流による中山間地域の活性化 魅力ある中山間地域の振興 ５６

⑩ 持続可能な利便性の高い生活交通体系の構築 交通ネットワークの充実 ５７

⑪ 鉄道の利用促進と利便性の向上 交通ネットワークの充実 ５７

⑫ 鳥取砂丘コナン空港の利用促進と利便性の向上 交通ネットワークの充実 ５７

基本目標４ 安全・安心に暮らせる持続可能なまちづくり

No. 重点施策 該当する基本施策（第12次総合計画）
実施計画
掲載ページ

① 地域防災体制の充実 地域防災力の向上 ５９

② 危機管理体制の強化 地域防災力の向上 ６０

③ 災害に強いまちづくりの推進 地域防災力の向上 ６０

④ 防犯対策の推進 防犯・交通安全対策の充実 ６２

⑤ 消費者行政の推進体制の充実 安全・安心な消費生活の確保 ６３

⑥ 消費者教育・啓発の推進 安全・安心な消費生活の確保 ６３

⑦ 再生可能エネルギー＊の利用促進 循環型社会の形成 ６４

⑧ 温室効果ガス排出削減 循環型社会の形成 ６４
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柱Ⅲ 誰もが選びたくなる‘新しい鳥取・楽しい鳥取’

基本目標１ こどもが輝き、若者・女性が活躍するまちづくり

No. 重点施策 該当する基本施策（第12次総合計画）
実施計画
掲載ページ

① 未来を切りひらく力を育む教育の推進 教育の充実・郷土愛の醸成 ９

②
すべてのこどもの学びの保障とウェルビーイン
グ＊の向上

教育の充実・郷土愛の醸成 １０

③ 教育環境の充実 教育の充実・郷土愛の醸成 １０

④ 郷土愛を育む教育の推進 教育の充実・郷土愛の醸成 １１

⑤
こどもの健全な食生活と生きる力を育む学校保
健の推進

教育の充実・郷土愛の醸成 １１

⑥ 人材育成・労働力の確保 経営基盤の強化と雇用の創造・人材確保 ３３

⑦ 働き方改革＊の推進 結婚・出産・子育て支援 ８

⑧ 若者定住の推進 移住定住の推進と関係人口＊の拡大 ４３

⑨ 魅力あるまちなかの推進 中心市街地の活性化 ５３

⑩ 魅力ある地域づくり・ひとづくりの推進 魅力ある中山間地域の振興 ５４

⑪
性別にかかわりなく誰もが活躍できる環境づく
り

男女共同参画社会の形成 ２６

⑫ 安全・安心に暮らせる社会づくり 男女共同参画社会の形成 ２７

基本目標２ 結婚・出産・子育ての希望がかなうまちづくり

No. 重点施策 該当する基本施策（第12次総合計画）
実施計画
掲載ページ

① 新たな出会いの創出と結婚支援 結婚・出産・子育て支援 ６

② 妊娠・出産への包括的支援 結婚・出産・子育て支援 ６

③
待機児童ゼロの継続と子育て支援サービスの充
実

結婚・出産・子育て支援 ６

④ 家庭・地域の子育て力の向上 結婚・出産・子育て支援 ７

⑤
発達上の困難を抱える児童への相談支援・療育
体制の充実

結婚・出産・子育て支援 ８

⑥ 働き方改革＊の推進 結婚・出産・子育て支援 ８
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第１章

２ 数値目標一覧

柱
基本
目標

指標名 指標の説明 現状値 目標値

Ⅰ １

就業者１人当たりの市内GDP
就業者１人当たりの当該年度の市町村内総
生産（名目）の本市の値。

R4年度
6,516千円

R10年度
7,338千円

市内事業所数
当該年の経済センサス基礎調査における事
業所数の本市の値。

R6年
7,449件

R11年
維持

Ⅱ

１

移住定住者数
相談登録をして移住された方、転入時のア
ンケートに回答し、移住者として把握がで
きた方の合計。

R6年度
508人

R12年度
600人

観光入込客数
県が発表する「鳥取砂丘・いなば温泉郷周
辺」の年間観光入込客数。

R6年
3,345千人

R12年
3,548千人

２

「地域社会」について満足してい
る市民の割合

当該年度実施の市民アンケート調査におい
て、地域社会分野の重点施策に関わる3設
問に「満足」「やや満足」と回答した市民
の割合の平均値。

R6年度
50.5%

R11年度
55.0%

「健康の維持」について満足して
いる市民の割合

当該年度実施の市民アンケート調査におい
て、健康の維持分野の重点施策に関わる3
設問に「満足」「やや満足」と回答した市
民の割合の平均値。

R6年度
57.3%

R11年度
63.0%

「福祉施策」について満足してい
る市民の割合

当該年度実施の市民アンケート調査におい
て、福祉分野の重点施策に関わる3設問に
「満足」「やや満足」と回答した市民の割
合の平均値。

R6年度
22.9%

R11年度
25.0%

３

「日常生活環境」について満足し
ている市民の割合

当該年度実施の市民アンケート調査におい
て、地域社会分野の重点施策に関わる3設
問に「満足」「やや満足」と回答した市民
の割合の平均値。

R6年度
32.8%

R11年度
36.0%

中心市街地における歩行者・自転
車通行量

中心市街地内10地点の1日あたりの歩行
者・自転車通行量（平日・休日の平均値）。

R6年度
17,629人

R12年度
21,300人

買い物環境確保率

買い物困難調査において買い物環境（店
舗・移動販売）が確保されている地域の割
合。

R6年度
100%

R12年度
100%

４

「安全性の確保」について満足し
ている市民の割合

当該年度実施の市民アンケート調査におい
て、安全性の確保分野の重点施策に関わる
2設問に「満足」「やや満足」と回答した
市民の割合の平均値。

R6年度
50.3%

R11年度
55.0%

鳥取市のCO₂削減率
2013年度比のCO₂排出量（確定値）の削
減率（％）

R3年度
△17.7％

R9年度
△28.1％

Ⅲ

１

鳥取市の青年人口割合
鳥取市人口に占める青年人口（20歳～39
歳）の割合。

R6年
18.7%

R12年
18.7%以上

鳥取市の青年女性人口の減少抑制
鳥取市の青年女性人口（20歳～39歳）の
前年同時期との差分。

R6年
△466人

R12年
△341人

２ 鳥取市の合計特殊出生率
一人の女性が一生に産むこどもの平均数と
して算出された当該年の人口統計上の数値。

R6年
1.31

R12年
1.60

35



用語の解説は、数字順、アルファベット順、50音順で掲載しています。

３ 用語の解説
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数字順

アルファベット順

６次産業化
１次産業としての農林漁業、２次産業とし
ての製造業、３次産業としての小売業等に
係る事業の総合的かつ一体的な推進を図り、
地域資源を活用した新たな付加価値を生み
出す取組。
（⇒ P8,12,30掲載）

ＡＩ
Artificial Intelligenceの略で人工知能のこ
と。
（⇒ P3,7,15掲載）

ＤＸ
Digital Transformationの略。ICTの浸透
が人々の生活をあらゆる面でよりよい方向
に変革させること。
（⇒P5掲載）

SNS
ソーシャルネットワーキングサービス
（Social Networking Service）の略
で、登録された利用者同士が交流でき
るWebサイトの会員制サービスのこと。
（⇒ P25掲載）

ＵＪＩターン
大都市圏の居住者が地方に移住する動きの
総称。Ｕターンは出身地に戻る形態、Ｊ
ターンは出身地近くの地方都市に移住する
形態、Ｉターンは出身地以外の地方へ移住
する形態をいう。
（⇒ P2,7掲載）

【ア行】
因幡・但馬麒麟のまち連携中枢都市圏
平成30年4月に鳥取県東部１市４町、
兵庫県新温泉町とで形成し、令和2年
３月に香美町が参画した。圏域におけ
る地方創生の一層の拡充・発展を図り、
圏域全体の活性化・持続的発展をめざ
して取組を進めている。
（⇒ P7掲載）

インバウンド
訪日外国人旅行。
（⇒ P14,31掲載）

ウェルビーイング
身体的・精神的・社会的によい状態にある
ことをいい、短期的な幸福のみならず、生
きがいや人生の意義などの将来にわたる持
続的な幸福を含む概念。
（⇒ P22,34掲載）

【カ行】
関係人口
移住した「定住人口」でもなく、観光に来
た「交流人口」でもない、地域と多様に関
わる人々を指す。
（⇒ P8,14,31,34掲載）

麒麟のまち圏域
経済・文化等さまざまな面でつながりの深
い鳥取県東部（鳥取市、岩美町、若桜町、
智頭町、八頭町）及び兵庫県北但西部（香
美町、新温泉町）の１市６町で構成する圏
域。通称「麒麟のまち」とし、「麒麟のま
ち」圏域での観光振興及び移住定住の促進
等の広域連携に取り組む。
（⇒ P2,17掲載）

健康寿命
健康上の問題で日常生活が制限されること
なく生活できる期間のこと。
（⇒ P8,16掲載）

50音順
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【サ行】
再生可能エネルギー
太陽光や太陽熱、水力、風力、バイオ
マス、地熱など、エネルギー源として
永続的に利用できると認められるもの。
（⇒ P9,13,20,33掲載）

山陰海岸ジオパーク
京都府（京丹後市）、兵庫県（豊岡
市・香美町・新温泉町）、鳥取県（岩
美町・鳥取市）にまたがる広大なエリ
アを有しており、山陰海岸国立公園を
中心に、京丹後市の東端から鳥取市の
西端まで、東西約120km、面積は
2458.44㎢で、東京都よりひとまわり
大きい広さ。日本海形成から現在に至
るさまざまな地質が存在し、それらを
背景とした生き物や人々の暮らし、文
化・歴史に触れることができる地域。
（⇒ P14,31掲載）

ステークホルダー
利害関係者のこと。
（⇒ P3掲載）

【タ行】
多文化共生
国籍や民族などの異なる人々が、互いの文
化的違いを認め合い、対等な関係を築こう
としながら、地域社会の構成員として共に
生きていくこと。
（⇒ P5,16,32掲載）

地域共生社会
制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」
「受け手」という関係を超えて、地域住民
や地域の多様な主体が参画し、人と人、人
と資源が世代や分野を超えてつながること
で、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、
地域をともに創っていく社会。
（⇒ P8,16掲載）

チャットボット
「chat（チャット）」と「robot（ロボッ
ト）」を組み合わせた造語で、入力した質
問等に関して、ＡＩが自動的に応答するプ
ログラム。（⇒ P15掲載）

特化係数
国勢調査の結果を基に、鳥取市の産業
別就業人口の構成比率を、全国の産業
別就業人口の構成比率で割って求めた
もの。値が１に近いほど、全国の産業
別就業人口の構成比率に近く、１を超
過していれば全国と比較して特化して
いると考えられる。
（⇒ P5掲載）

【ハ行】
働き方改革
働く方の置かれた個々の事情に応じ、
多様な働き方を選択できる社会を実現
するための取組。
（⇒ P22,24,34掲載）

ビジネスマッチング
自社製品の販路拡大を狙う企業と新たな取
引先を求める企業を紹介によってつなぐこ
と。
（⇒ P12,30掲載）

フレイル
加齢に伴う運動機能や認知機能等の低下と
ともに、複数の慢性疾患の併存等の影響に
より、生活機能が障害され、心身の脆弱化
が出現した状態であるものの、適切な介
入・支援により、生活機能の維持・向上が
可能な状態。
（⇒ P16,32掲載）

【ヤ行】
遊休不動産
空き家、空き店舗など、十分に活用されて
いない不動産。
（⇒ P18,33掲載）
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